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はじめに 

  

 

亀山市における水道事業は、安全な水を安定的に供給するため、施設の更新や修

繕を図りながら運用されてきており、平成１６年４月に、旧亀山市において料金改

定を行い、平成１７年１月には旧亀山市と旧関町の合併に伴い、水道料金は旧亀山

市の例により統一されて以来、値上げすることなく比較的県内でも安い水道料金が

維持され、今日に至っている。 

近年、人口減少や生活様式の変化、また節水機器の普及等により水需要が減少す

る傾向がみられたことから、今後も、料金収入は減少することが見込まれる。 

また、管路、施設などの水道施設は、昭和４０年代に建設したものが多く存在し、

施設の老朽化が進んでいることは事実であり、震災対策としての耐震工法による計

画的な整備が必要とされている。 

このようなことから現行の料金水準では、今後の料金収入の減少により、施設更

新事業や耐震化事業などの施設整備費用に必要な財源確保が困難になることが予想

される。 

平成２７年度に亀山市が実施した水道事業に関する市民アンケート調査の結果で

は、安全でおいしい水道水供給に対する事業評価について、供給されていると考え

ている人は７０パーセント強を占めており、今後の水道事業の取り組みで、最も優

先すべき課題については、安全でおいしい水の供給が５７パーセントと最も多く、

次いで災害に強い水道施設の更新・耐震化が３０．６パーセントとなっていること

が報告された。 

私たち亀山市水道料金検討委員会は、これら水道事業の現状と課題、また、市民

アンケートの結果などを亀山市から説明を受けるとともに、今後の給水人口、給水

収益、動力費、修繕費等の将来予測と「水道料金の設定」及び「水道施設の現状」

「今後の事業計画」「今後の資金計画」並びに「料金改定案」などについて慎重に

検討を行った結果、次のとおり意見を集約いたしましたのでご報告申し上げます。 
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１．料金改定の考え方 

 １）料金改定について 

   人口減少、生活様式の変化、節水機器の普及等により水需要が減少する動 

向、水道施設の現状及び今後の事業計画、資金計画から判断すると、水道料

金の改定は止むを得ないと考える。 

 

２）料金改定率について 

   収入額と総括原価が一致する率である１１８．１８２％の引き上げが妥当

である。（別表１参照） 

   ただし、市民生活への影響を考慮し、経営努力により、可能な限り改定率

を引き下げることが望ましい。 

               

３）料金改定の時期について 

   早期に料金改定を行う必要があり、市民への周知にかかる期間等を考慮し、 

平成３０年４月とすることが妥当である。 

 

４）料金体系について 

  次のとおり、料金体系を設定することが妥当である。 

 （１）基本料金と超過料金の二部料金制を維持すること。 

 （２）口径別基本料金制を維持し、口径ごとに基本料金を賦課すること。 

 （３）基本料金、超過料金については、小口径、さらに使用水量の少ない生活

用水に対して配慮し、さらには、水使用を抑制する為に逓増型の料金体制

を維持すること。 

 （４）使用水量の少ない高齢者世帯、ひとり暮らし世帯等に配慮するため、基

本料金に含まれる水量を１か月１０ｍ3から５ｍ3に引き下げること。 
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別表１ 

（単位：円、消費税込） 

  

  現行  118.182％に改定 

メーター口径 （１０ まで）  （５ まで） 

基本料金 

１３ｍｍ     １，０８０       ７１３ 

２０ｍｍ     １，２８５       ９５６ 

２５ｍｍ     １，６７４     １，４１５ 

３０ｍｍ     ２，５０５     ２，３９８ 

４０ｍｍ     ４，８４９     ５，１６８ 

５０ｍｍ     ８，０７８     ８，９８５ 

７５ｍｍ    １１，０１６    １２，４５６ 

１００ｍｍ    １８，７３８    ２１，５８２ 

１５０ｍｍ    ４２，６６０    ４９，８５３ 

２００ｍｍ    ７２，３６０    ８４，９５３ 

超過料金 

使用量 現行  118.182％に改定 

  ６ ～１０          １１２ 

   １１ ～２０         ９５       １１２ 

 ２１ ～３０          ９７       １１４ 

 ３１ ～５０          ９９       １１６ 

 ５１ ～１００        １２０       １４２ 

 １０１ ～２００       １４７       １７３ 

 ２０１ 以上        １５１       １７８ 

※超過料金は、１ 当たりの単価                   

 

 

3



２．検討経過 

 水道事業は、事業運営に必要な経費は経営に伴う収入（料金収入）をもって 

充てる独立採算制を基本として経営されています。また、水道料金は、「公正妥

当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎

とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならな

い。」（地方公営企業法第２１条第２項）とされています。この考え方に基づき、

次の「水道料金の設定」「水道施設の現状」「今後の事業計画」「今後の資金計

画」「料金改定案」について十分な検討を行いました。 

１）水道料金の設定 

   社会情勢の変化に伴い給水収益は減少傾向にあります。 

   水道事業の使命として、将来にわたって安全な水の安定供給を続けるため 

に今後増加する老朽施設の更新・耐震化事業を先送りすることなく、計画的 

に実施しなければなりません。 

 そのためには、将来水道の使用量が減少しても、健全な経営ができるよう 

に、水道料金の見直しについて検討しました。 

(1)料金水準の算定方法  

   水道事業の財源として、水道料金収入がどれだけ必要かを総括原価方式に 

て算定する。 

 (2)料金体系の考え方 

   料金が使用量に一律である「基本料金」と使用量に応じて支払額が変動す 

る「超過料金」の二部料金制度を維持する。 

(3)逓増制の維持 

  水使用を抑制するため、使用水量が増えるほど１ あたりの料金単価が高 

くなる逓増制の料金体系を維持する。 

 

２）水道施設の現状 

   亀山市の水道施設は、水源地や浄水場などの建物は事業創設当時のままで 

老朽化の進んでいる施設が多くあります。また、ポンプ・電気計装設備も老

朽化が進んでいます。 

 また、管路につきましても、老朽管から順次改良が必要でありますが、現

時点における耐震化の状況は、配水管総延長３６２ｋｍの内、約１４０ｋｍ

と、３８．７％の進捗率に留まっています。 

 平成２３年に発生した東日本大震災の被災地では、水道施設に甚大な被害

がありました。中部地方も大規模地震が複数想定されており、水道施設の耐

震化を図ることが求められています。 
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３）今後の事業計画 

   配水管の更新・耐震化を中心に、水源地や加圧ポンプ施設の整備など、平 

成３０年から平成３４年までの５年で約２０億円が見込まれています。 

 

４）今後の資金計画 

   給水人口、有収水量、給水収益の推計から、人口減少、生活様式の変化、 

節水機器の普及、環境問題への意識の高まりを背景とした節水意識の向上等

により、家庭用の水需要が減少する傾向が見られることから、今後も料金収

入は減少を続けることが見込まれます。 

料金収入と総括原価が均衡していれば、現行の料金水準は妥当であると判

断できますが、総括原価が上回っている場合であれば、適正な料金水準への

見直しを検討する必要があります。 

 現行料金では、年度末資金残高の見通しは、平成３３年度以降に赤字とな

ります。 

 

５）料金改定案 

（１）改定率について 

  収入額と総括原価が一致する率である１１８．１８２％の引き上げが妥当 

である。ただし、市民生活への影響を考慮し、経営努力により、可能な限り 

改定率を引き下げることが望ましい。 

  水道料金の安定性、期間的負担の公平などの要素を考慮し、料金検証期間 

は平成３０年度から１０年間とした。 

  また、料金を１１８．１８２％に改定を行っても、県内でも安価な方であ 

る。 

（２）基本料金に含まれる水量について 

   使用水量が１０ 以下である高齢者世帯やひとり暮らし世帯が増加してお 

り、高齢者への負担を軽減するために、基本料金に含まれる水量を１か月 

１０ から５ に引き下げることが妥当である。 
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３．付帯意見 

１）料金改定の市民周知 

  水道料金の値上げについては、市広報、ホームページなど、さまざまな手段 

を講じて積極的に広報活動を行い、十分に説明責任を果たすこと。 

２）水道料金の検証について 

  今後は、概ね５年を目途に料金について検証し、社会情勢などをよく踏まえ 

た上で、適正な料金の見直しを行うことが望ましい。 

３）水道施設の耐震化、更新事業の計画的な実施 

  水道施設の漏水等による断水は、市民生活や経済活動に大きな影響を与える 

ことから、水道施設の耐震化や更新については、早急かつ計画的に行うことが 

望ましい。 

 

■水道料金検討委員会 

開 催 日 検 討 内 容 

第１回 平成２８年 

８月２９日 

・水道事業の使命 

・水道事業の経緯、現状 

・財政状況 

・今後の整備計画及び概算事業費 

・市民アンケートの結果 

・本市の水道料金体系の考え方 

・三重県下１４市の水道料金体系 

第２回 平成２９年 

１月１７日 

・料金改定の趣旨 

・地方公営企業の特色 

・水道料金の設定 

・各市との口径１３ｍｍの料金比較 

・各市との口径別基本料金の比較 

・口径別使用者数 

・口径別収益 

・亀山市水道施設の状況 

 （表１施設・表２配水管・水道施設を更新しない場合

の老朽化率） 

・今後の事業計画（案） 

  今後の資金計画（案） 

  料金の基本的な考え方 

  総括原価の配賦 
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・検討課題 

  試算：１（１１０％） 

  試算：２（１２０％） 

第３回 平成２９年 

４月２４日 

・料金改定の改定率・周期・基本料金に含まれる水量に

ついて 

  第１章 料金改定案（１１０％） 

  第２章 料金改定案（１２０％） 

  第３章 料金改定案（１１８．１８２％） 

  追加資料 他市との口径１３ｍｍの料金比較 

第４回 平成２９年 

５月１９日 

・料金改定の改定率・周期・基本料金に含まれる水量に

ついて 

  第１章 現行料金体系と平成２７年１０月～平成

２８年９月実績をもとにした改定案の算

定（消費税別） 

  第２章 資金残高の推計 

  第３章 他市との口径１３ｍｍの料金比較 

  第４章 口径別、使用水量ごとの料金増減額と単価

（１１０％） 

（１１５％） 

（１１８．１８２％） 

（１２０％） 

第５回 平成２９年 

６月２７日 

・報告書について 

・市長への報告について 
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■委員名簿                    （敬称略） 

 

 

◎委員長、○職務代理者 

 

 

氏  名 

 

 

組織・役職名等 

 

◎小河 明邦 

 

 

亀山市自治会連合会・会長 

 

 

○久留原 進 

 

 

亀山市老人クラブ連合会・会長 

 

久山 光子 

 

 

亀山市婦人会連絡協議会・会長 

 

小林 文子 

 

 

亀山市食生活改善推進協議会・代表 

 

濱口 治男 

 

 

亀山市行政改革推進委員・委員 

 

古市 智和 

 

 

日東電工株式会社・総務部長 

 

青野 祥紀 

 

 

住友金属鉱山シポレックス㈱ ・総務課長 

 

上田 佳士 

 

 

一般 

 

野村 幸生 

 

 

一般 

 

中村  愛 

 

 

一般 
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参考資料：水道料金改定表              

（単位：円、消費税込） 

    現行  118.182％に改定 

  メーター口径 
（１０ まで）  （５ まで） 

税抜 税込 税抜 税込 

基本料金 

１３ｍｍ 1,000 1,080 661 713 

２０ｍｍ 1,190 1,285 886 956 

２５ｍｍ 1,550 1,674 1,311 1,415 

３０ｍｍ 2,320 2,505 2,221 2,398 

４０ｍｍ 4,490 4,849 4,786 5,168 

５０ｍｍ 7,480 8,078 8,320 8,985 

７５ｍｍ 10,200 11,016 11,534 12,456 

１００ｍｍ 17,350 18,738 19,984 21,582 

１５０ｍｍ 39,500 42,660 46,161 49,853 

２００ｍｍ 67,000 72,360 78,661 84,953 

超過料金 

使用量 現行  118.182％に改定 

  ６ ～１０  104 112 

   １１ ～２０    88 95 104 112 

 ２１ ～３０   90 97 106 114 

 ３１ ～５０   92 99 108 116 

 ５１ ～１００  112 120 132 142 

 １０１ ～２００   137 147 161 173 

 ２０１ 以上  140 151 165 178 

     ※超過料金は、１ 当たりの単価                      

 

※改定料金の算定方法 

基本料金・・・税抜料金に１１８．１８２％を乗じて、超過料金１０４円の５ 分 

を減ずる。 

（例）１３ｍｍ １,０００円×１１８.１８２％＝１,１８１円（円未満切り捨て） 

              １,１８１円－１０４円×５ ＝６６１円 

               税込料金＝７１３円（円未満切り捨て） 

(例）２０ｍｍ １,１９０円×１１８.１８２％＝１,４０６円（円未満切り捨て） 

              １,４０６円－１０４円×５ ＝８８６円 

               税込料金＝９５６円（円未満切り捨て） 

超過料金・・・税抜料金に１１８．１８２％を乗じる。 

１１ ～２０      ８８円×１１８.１８２％＝１０４円（円未満切り捨て） 

               税込料金＝１１２円（円未満切り捨て） 

２１ ～３０      ９０円×１１８.１８２％＝１０６円（円未満切り捨て） 

               税込料金＝１１４円（円未満切り捨て） 
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